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　水は、私たち人間はもとより、地球上の生き物にとって欠くことのできない大切

なものです。しかし、ひとたび汚染されると農業、水産業、工業などの産業活動に被

害を与え、飲み水や食物を通じて人の健康にも影響をおよぼすこととなります。

　この大切な水資源を汚濁や環境破壊から守り、次の世代に良好な水環境を引き継

ぐことは、私たちに課せられた重要な責務です。
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地球の水の96.5％は海水

身のまわりにあって、使え
る水はわずか0.8％（河川、
湖沼、地下水など）

淡水は3％
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水の知識

　　循環する水

　地球の水は一カ所にとどまらず、

絶えず地球上を循環しています。地

球上の水は海や陸から蒸発して雲と

なり、やがて雨や雪となって地上に

降り注ぎ、川となって流れ、一部は

地下水となって再び海に戻っていき

ます。地球上の水は太古よりこのよ

うな循環を変わることなく繰り返し

てきました。そして、私たち人類は

この大きな循環の中で水を利用してきたのです。私たちのささやかな水利用もすべて大自然の営みの中に組み込ま

れており、その恩恵に支えられています。

　　SDGs（エス・ディー・ジーズ）について

　ＳＤＧｓとは持続可能でよりよい世界を目指す、

17 の国際目標のことです。その中で水環境につい

ても目標が掲げられています。

水は私たちの毎日の暮らしに大きく役立っていま

す。しかし、世界で水道水をそのまま飲むことがで

きるのは 11 か国のみです。約 7 憶 8500 万人は安全

な水を利用できていません。さらに、約 42 憶人は

安全に管理されたトイレを利用できていません。こ

のため、私たちは水の利用と同時に使われた水の浄

化も考えていかなければなりません。

■図− 1
　地球上の淡水の比率

■図− 2　水環境のモデル

■図−３ 持続可能な開発目標（SDG ｓ）

表− 1　地球上の水の量（存在態様比率）

態　　　　様 対全水量割合（％） 対淡水量割合（％）

塩 　 水
海 　 洋
塩 水 湖
地 下 水

96.5
 0.006
 0.94

−

淡 　 水

氷 河 等
永 久 凍 土
湖 　 沼
河 　 川
土 壌 水
地 下 水

 1.74
 0.022
 0.0078
 0.0002
 0.001
 0.76

68.7
 0.86
 0.29
 0.006
 0.05
30.1

水 蒸 気 大 気 中  0.001  0.04
生 　 物 動 植 物  0.0001  0.003

（I.A.Shiklomanov: Assessment of Resources and 
Water Availability in the World : WMO ed.(1996)）

★印のついた環境用語は
10ページの解説をみてね！

　　水は貴重な資源

　地球には約 14 億 k㎥の水があると言われていますが、

その 96.5％は海水で、淡水は約 3％しかありません。さ

らに淡水の約 70％は南極・北極の氷として存在してい

ますので、陸地にある河川、湖沼、地下水などの利用で

きる水は地球上の水の 0.8％程度に過ぎません。

　つまり、水資源と考えられる淡水はごく一部分で、大

部分は氷雪の中にあります。私たちが実際に利用できる

淡水は、直接の雨水を除くと、河川の水と地下水の一部

ということになります。そして、この僅かな水を私たち

は生活・工業・農業用水として利用しているのです。こ

のような視点からみると、私たちの身の回りにある水は、

まさに『貴重な資源』といえるでしょう。

★
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　　公共用水域の水質の現状

　市内の水域では、全 43 地点で定期的に水質を実施

しています。

　調査結果によると、人の健康に係る健康項目
★

は、全

ての地点で環境基準を満たしていました。

　生活環境項目
★

では、BOD
★

（生物化学的酸素要求量）

が全対象河川で環境基準を満たしましたが、COD
★

（化

学的酸素要求量）が湖沼と一部の海域で環境基準を上

回っていました。

■図− 4　市内の水域の水質の現況（令和 4 年度）

　新潟市は日本海、信濃川、阿賀野川、鳥屋野潟、佐潟、福島潟等の多種多様な水環境を有しており、古く
から「水の都」「水と柳の町」と呼ばれてきました。
　しかしながら、急速な都市化により広い範囲で水域の汚濁が進み、特に鳥屋野潟では全国の湖沼ワースト
順位で上位にランクされるなど、水域の水質汚濁が深刻な問題となりました。
　近年は様々な取り組みにより市内の水域の水質もかなり改善されてきましたが、一部の水域で環境基準を
満たしていないところがみられます。
　良好な水環境を取り戻し、次の世代に引き継ぐために、行政のみならず、市民、事業者のさらなる努力が
求められています。

表− 2　市内水域の調査地点数
水域名 調査地点数

河　川 29

湖　沼 2

海　域 12

合　計 43

表− 3　令和 4 年度調査結果
水域名 健康項目 生活環境項目

河　川 適合 ほぼ適合

湖　沼 適合 ほぼ適合

海　域 適合 ほぼ適合

水の都新潟

★

★
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　　ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）の経年変化

　市内の河川の水質の悪化は、戦後の高度経済成長の歩調と合わせ進行し、昭和 45 年～ 55 年頃がピークで
した。しかし、昭和 40 年代に水質汚濁防止法

★
など、各公害対策に関する法制度が整備され工場排水などの

規制が進み、下水道も整備されるにつれて、水質が改善されるようになりました。
　近年は、市内のほとんどの水域で環境基準を満たしており、ほぼ横ばいの状況が続いています。

■図− 5　通船川（木戸閘門・閘門東・山ノ下橋）の BOD 経年変化

■図− 6　信濃川（萬代橋）の BOD の経年変化

■図− 8　中ノ口川（両郡橋）の BOD の経年変化

■図− 10 小阿賀野川（新瀬橋）の BOD の経年変化
◇信濃川、阿賀野川については国土交通省北陸地方整備局の調査による。
◇小阿賀野川は平成 15 年度までは亀鶴橋で実施。

■図− 7　阿賀野川（松浜橋）の BOD の経年変化

■図− 9　能代川（結地先（大島橋））の BOD の経年変化

■図− 11　福島潟（潟口橋）の BOD の経年変化

市内の主な河川の水質経年変化
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　現在、生活排水
★

の処理は主に二つの方法で行われています。一つは公共下水道で、もう一つは浄化槽によ
るものです。どちらも微生物の働きを利用し汚水の浄化を行っています。

　　下水道

　家庭や工場から排出される汚水を下水管からポンプ場を経て下水処理場に集め、主に微生物を利用し汚水を浄化

してから河川や海に水を戻しています。一つの下水処理場で多くの家庭や工場の排水を処理することができるので、

効率的な汚水処理ができますが、その整備には時間と多額の費用が必要となります。

〈汚水処理能力〉BOD 除去率　90％以上

　　浄化槽

　浄化槽は、下水道が整備されていない地域の住宅等に設

置されています。下水道が何件もの工場や住宅の汚水を集

めて処理するのに対し、浄化槽では個別に処理を行います。

このため、下水道未整備地域や集合処理が困難な人口散在

地域などの生活排水の浄化対策に適しています。

　浄化槽は、その構造から合併処理浄化槽と単独処理浄化

槽に分けられますが、合併処理浄化槽は生活排水の全てを

処理することができるのに対して、単独処理浄化槽ではト

イレの汚水しか処理できません。

　現在、浄化槽を新設する場合は、原則として合併処理浄

化槽の設置が義務づけられています。

〈汚水処理能力〉
○合併処理浄化槽の BOD 除去率　90％以上

○単独処理浄化槽の BOD 除去率　20％程度

※全生活排水に対する除去率

■図− 12　下水道のしくみ

■図− 13　合併処理浄化槽の排水処理

■図− 14　単独処理浄化槽の排水処理

生活排水の処理について
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　生活排水により汚濁が進行している河川、湖沼などの流域については、水質汚濁防止法に基づく「生活
排水対策重点地域」に指定し、生活排水対策を推進することとなりました。平成 3 年 4 月に鳥屋野潟流域が、
平成 4 年 6 月に西川流域及び新発田川流域がそれぞれ指定されたことから、市では「生活排水対策推進計画」
を策定し、国、県、関係市町村等と協力して対策を実施しています。

　　鳥屋野潟
　鳥屋野潟は、本市に位置する県下最大の潟で，面積は 1.80
㎢あり、東西に約 3㎞、南北に約 1㎞と細長い不規則な形を
しています。流域は約 1 万 ha で、流域人口は約 20 万人となっ
ています。水深は比較的浅く、深いところでも 1.5m 程度で、
平均水深が 0.9m と、ほとんどが 1m 以下となっています。
　鳥屋野潟は、栗ノ木川とともに亀田郷の治水、排水に重要
な役割を果たしてきましたが、自然排水が望めないため、そ
の水位は親松排水機場により、常にＴＰ（東京湾の平均海面）
マイナス 2.0 ～マイナス 2.5m の範囲に維持されています。
　現在、鳥屋野潟には栗ノ木川や 10 本の排水路を通して農
業用排水や家庭排水、工場、事業場排水が流れ込んでいます。

　　西　川
　西川は、大河津より西蒲原平野の中央を貫流し、全国でも珍しい河川の立体交差である西川水路橋で新川を跨ぎ、市街地を
流下しながら新潟市西区平島で信濃川に合流しています。
　上流から燕市、弥彦村及び新潟市と 3 市村の流域を持ち、流域面積約 2,000ha、全長約 45㎞の河川となっております。

■図− 17　鳥屋野潟全景

■図− 15　鳥屋野潟の水質経年変化

■図− 16　鳥屋野潟の主要排水路水質測定結果
（平成 29 年度～令和 4 年度の平均 COD）　　　　

■図− 19　西川の水質経年変化■図− 18　西川（西区開新橋より）
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　　公共下水道の整備
　下水道は、生活排水や工場、事業場などの排水を集めて、
下水処理場で微生物により分解処理し、きれいな水として河
川や湖沼へ排出する施設です。
　現在、市内の下水道普及率は、令和 4 年度末で 87.2% となっ
ていますが、市では今後も積極的な整備を図ることにしてい
ます。
　また、下水道が整備された地域は、下水道法により汲み取
り便槽や浄化槽を下水道に切り換えなければなりません。整
備した下水道施設を十分に活用するため、助成制度や融資制
度等を設けて、普及促進に努めています。

■図 -20　中部下水処理場

　　浄化槽設置整備事業補助金
　この補助制度は、下水道整備計画の見直しに伴い、「単独
処理浄化槽」や「汲み取り便槽」を環境負荷の低い「合併処
理浄化槽」への設置替えを下水道接続と同程度の負担で整備
できるように補助し、早期の汚水処理の普及拡大を目的に実
施しています。

　　工場排水対策
　水質汚濁防止法や条例に基づいて、健康に有害な物質や有
機物などを排出する工場、事業場に対して、汚水処理施設の
設置や排水基準を守るための指導を行っています。
　そのほか、市と企業が公害防止協定

★
を結び、法律や条例よ

りさらに厳しい排水規制を行っています。

　　水質の監視・測定
　水質汚濁状況を把握し、的確で有効な対策を進めるため、
河川、湖沼、海域で定期的に水質測定をしています。

■図 -21　水質検査（新潟市衛生環境研究所）

　　その他の対策
　浄化槽の適正な施工及び維持管理の監視、指導を行い放流
水の適性化を図っているほか、法定検査受検率の向上及び保
守点検業者の指導の強化を行っています。

　　鳥屋野潟関係
○流入汚水排除対策
　鳥屋野潟北部市街地の浸水を防ぐため、排水路の水を直接
下水処理場に引き込んでいます。これは、下水道整備と同様
に鳥屋野潟浄化に大変役立っています。
○導水事業・環境用水活用促進事業
　鳥屋野潟の水交換の促進や流入負荷の希釈などのため、信
濃川や阿賀野川等から浄化用水を引き入れています。また、
水路や湖面の清掃を行っています。　

　　環境教育の推進
　身近な水環境について学んでいただくため , 市の職員を派
遣し水環境出前講座を実施しています。
　令和 4 年は 7 校 373 名が受講しました。

■図− 22　環境教育の様子

　新潟市では、海や河川湖沼の汚濁を改善するため、国や県と協力しながら様々な対策を推進しています。
特に鳥屋野潟については最優先の水質浄化対策地域として、「鳥屋野潟水質改善計画」などが定められ、重
点的な対策が実施されています。

行政の取り組み
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　　し尿よりも負荷の大きい生活雑排水
　台所、風呂、洗濯などの生活排水のうち、し尿を除いたものを

「生活雑排水」と呼んでいます。
　一般家庭出で、1 人が 1 日に発生する汚濁負荷量

★
は（BOD 換算

で）43g といわれており、その内訳は下のグラフのとおりで、し
尿より生活雑排水が 2 倍以上高い割合を示しています。
　下水道などの生活排水処理施設が整備されていない地域では、
これらの水が放流されてしま
うために、環境に与える負荷
が大きくなってしまいます。
　また発生源別にみてみる
と、台所の割合が最も大きく
40％を占めています。これ
は、台所からの排水に調味料
や 油 脂 類 な ど の BOD、COD
値の高い食品が含まれている
からです。

①残飯は流さないようにしましょう。
・野菜くずや食べ残しは燃えるゴミとして出すか、コンポストなどで堆肥にしましょう。（注）
・目の細かいストレーナーや三角コーナーを使いましょう。
　（�（注）市では、家庭からの『生ごみ』を減らすため、家庭用生ごみ処理器の購入費を補助しています。）

②食器や鍋等の油や汚れは、紙などで拭いてから洗いましょう。
③使えなくなった油は流しに流さないでください。
・新聞紙やぼろ布等に染みこませ燃えるゴミとして出すか、ペットボトルにためて、再利用しましょう。
④ゴミや空き缶を捨ててはいけません。
・行楽時、ゴミは持ち帰りましょう。
・ゴミや空き缶の投げ捨てはやめましょう。
　（（注）市内全域で「ぽい捨て」及び「飼い犬、猫のふんの放置」は禁止されています。）

⑤洗剤は、石鹸か無リン洗剤を“適量”使用しましょう。

　　台所排水は要注意
　私たちが何気なく流している食品の残りは、驚くほど水を汚し
ています。下図は台所から流された食品の汚れに対して魚が生息
できる水質（BOD 5㎎ /L）にするためには、浴槽（300L）で何杯
の水が必要かを示したものです。
　食品は無駄の無いように料理し、食べ残しはゴミとして出すか、
コンポストにより堆肥にするなど工夫しましょう。

　生活排水の浄化対策は下水道の整備だけではなく、一人ひとりが日常生活において、少しでも汚れのもと
を減らす工夫をしていくことも重要です。下水道が整備されても処理費の軽減を図る意味から心配りが求め
られています。例えば、汚れた食器は拭くなどしてから洗い、油などの汚れのもとを流さないことは、今日
からでも始められます。皆さんの日々の努力で川は生まれ変わります。
　子供たちが安心して遊ぶことができ、昆虫や魚が生息できる水環境を取り戻すために一人ひとりの思いや
りと優しさで川を守っていきましょう。

し　尿

台　所

30％

40％

13g

17g

風呂、洗濯、
洗面

30％
13g

生
活
雑
排
水
　 

約
70
％ 

30
ｇ

BOD
有機物質
43g/人/日

■図− 23　一般家庭で 1 人が 1 日
当たりに排出する汚濁負荷量の割合

しょうゆ
小皿に少々
(15mL)

米のとぎ汁
(750mL)

マヨネーズ
ひとしぼり
(15mL)

使用済み
天ぷら油
(500mL)

みそ汁（具なし）
1杯

(200mL)

しる

1.7杯

オレンジジュース
1杯

(180mL)

10杯0.9杯 2.5杯 13杯 560杯

魚がすめる水にするのに必要な水の量は浴槽何杯分？※浴槽 (300ℓ)
よく そう なん ばい ぶん

出典）東京都環境局「とりもどそうわたしたちの川を海を　きょうからはじめる生活排水対策」

100杯 100杯
100杯 100杯

100杯

■図− 24　食品の汚濁負荷量

＜油流出事故について＞
　毎年、油類の漏えいによる河川などへの油流出事故が発生しています。油もれ事故によ
り川などに油が流れ込むと水道の断水、農業、漁業への被害、環境汚染などが発生し、原
因者には対策費用などが求められる事があります。事故の多くは、給油中のうっかりミス、
油水分離槽の不適切な管理が原因で発生し、少量の漏えいでも広範囲に油膜が広がってし
まいます。ちょっとした注意で事故を防げますので、是非次の点に注意してください。
　◆給油中にその場を離れない。　	 ◆油タンクのバルブを完全に閉めたか確認する。
　◆油タンクの配管、ホースなどを点検する。	 ◆油水分離槽の管理、油類などの取扱い状況を確認する。

家庭でできる浄化対策
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　身近な水環境について興味のあることを調べてみませんか？何も難しい調査や厳密な調査をする必要はあ
りません。簡単に調査できる項目だけでも、自分で測ってみることによって、身近な水環境をより深く理解
し、もっと親近感を抱くようになるかもしれません。また、その水環境についてどう思うか、どこに問題が
あるか、よりいっそうはっきりと見えてくるはずです。

　　水質を調べてみよう

　私たちの五感だけでも、水の色やにごり、におい、ゴミや泡などの浮遊
物の有無、流れの様子などを調べることができます。例えば、身近な川の
特定の地点で定期的に調べてみると、季節によって水がどのように変化す
るかが観察できます。
　同じ川などでも、工場からの排水や生活雑排水が流れ込んでいる場所で
は上流に比べて水温が高くなる場合があります。水温を測るだけでもいろ
いろなことがわかります。
　また、透視度計という器具を使うことで、水がどの程度透明かを表す透
視度を調べることができます。
　さらに、簡易水質検査キットを使うと、五感だけではわからない水の汚
れを簡単に測れます。例えば、家庭から毎日流している台所や風呂場から
の生活排水はどのくらい汚れているのでしょうか。
　このように、身近な水環境、もしくは生活の中の水を採取して調べてみ
ましょう。

〈用意するもの〉
・	水を入れる容器（あればビーカーなど）
・	採水用の小さなバケツ、ロープ（池や川などで
採取するときに使います）

・	簡易水質検査キット（COD測定用キット）
・	棒温度計

＜透視度とは？＞
　水の透明の程度を示す度合いです。透視度計に水を入れ上部からのぞいて底に置いた標識板の十字線がはっきり見え
るまで排水し、そのときの目盛りを読みとります。水が透明であるほど、数値が大きくなります。
　透視度計は市販されていますし、自作することもできます。

	 ①　透視度計に水を目一杯入れます。
	 ②　上からのぞき込みながら水を徐々に排水していきます。
	 ③　底の「十字線」がはっきり見えたら、排水を止めます。
	 ④　目盛りの数字を読みとります。

＜簡易水質検査キットとは?＞
　最も簡単な水質分析器具で、測り方はチューブに水を吸い込み、指定時間後に水の変色を標準色と比べて、同じ色、
または似た色をさがし、そこに示された数値が測りたい水質の濃度になります。
　COD（化学的酸素要求量）用の他に、pH（水素イオン濃度）用、NO3（硝酸、硝酸性窒素）用など、測定したい項目

に応じた簡易水質検査キットが市販されています。（理化学機器店などで購入できます）

■市販されている簡易水質検査キット

【測り方】

①チューブに水を
　吸い込ませます。
　（チューブ内の薬
　品と反応して発
　色します。）

②指定時間後にチューブの水の
　色と標準色を比べ、同じ色ま
　たは、似た色をさがし、その色
　に表示されている数値を読み
　とります。

身近な水環境を調べてみませんか
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　ラムサール条約湿地自治体認証とは

　ラムサール条約に基づき 2018 年に創設された制度で、
水鳥の生息地として重要な湿地を有する自治体（都市）の
ブランド化や地域における湿地の保全や賢明な利用の促進
を目的としています。
　認証には潟などの湿地の保全・再生、管理への地域関係
者の参加、普及啓発、環境教育等の推進に関する「国際基
準」を満たすことが必要で、2022 年までに世界 17 か国 43
都市が認証を受けています。

　豊かな水辺を未来に

　新潟市にはラムサール条約登録湿地である佐潟をはじめ
個性豊かな 16 の潟が存在します。また、信濃川や阿賀野
川といった大河が流れ水辺を身近に感じることできます。
　こうした水辺は、人間にとっての憩いの場だけではなく、
渡り鳥をはじめとする多くの生き物にとっても重要な生
息の場でもあり、越冬のために毎年 1 万羽を超えるコハク
チョウが飛来し、その数は日本一となっています。
　世界に認められたラムサール条約湿地自治体として、人
間や生物にとって大切な水辺を保全し、将来に引き継いで
いくことが求められています。

■図− 25　ラムサール条約締約国会議（COP14）で　
　　　　　  認証証書を授与される中原市長

■図− 26　認証証書

＜ラムサール条約とは＞

　正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関
する条約」といい、「保全・再生」「ワイズユース（賢明な利用）」
「交流・学習」の３つの理念を柱とするものです。
　日本は1980年10月に条約を批准し、2024年2月時点で53
の湿地が登録されています。
　本市では、西区にある佐潟が1996年3月に国内10番目のラ
ムサール条約湿地として登録されました。

■ラムサール条約湿地 佐潟（西区赤塚）

ラムサール条約の湿地自治体認証について

　新潟市は、令和 4 年 11 月にスイスのジュネーブで開かれたラムサール条約の締約国会議 COP14 において、
出水市（鹿児島県）とともに国内初となる「ラムサール条約湿地自治体認証」を受けました。
　これは、新潟市の潟をはじめとする豊かな水辺環境や、環境保全・利活用に関する地域の取組みが国際的
に高く評価された結果であり、多くの市民の皆さんにこの認証を誇りに感じていただきたいと思います。

　国内初！新潟市がラムサール条約湿地自治体に認証
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★SDGs（エスディージーズ）
持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）のことで、2015年 9 月の国連サミットで加盟
国の全会一致で採択された2030年までに持続可能で
よりよい世界を目指す国際目標です。

★環境基準
　健康保護と生活環境の保全の上で維持されることが
望ましい基準として、物質の濃度や音の大きさという
ような数値で定められるものです。
　この基準は、公害対策を進めていく上での行政上の
目標として定められるもので、ここまでは汚染しても
よいとか、これを超えると直ちに被害が生じるといっ
た意味で定められるものではありません。

★公共用水域
　河川、湖沼、港湾、沿岸海域など広く一般の利用に
開放された水域及びこれらに接続する下水路、排水路
等公共の用に供する水域をいいます。

★健康項目
　人の健康保護に関する環境基準で指定されている項
目で、水質汚濁物質の中でも特に有害性の強いもので、
規制値も非常に厳しく定められています。

★生活環境項目
　水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に
関する基準で指定されている項目で、最も基本的な水
質項目です。

★ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
　有機性汚濁物（汚れ）が水中の微生物によって酸化、
分解されるときに消費される酸素量のことで、この数
値が大きくなるほど汚れがひどいことを示します。（河
川の汚濁評価に使用されます。）

★ＣＯＤ（化学的酸素要求量）
　有機性汚濁物（汚れ）を酸化剤で化学的に分解した
ときに消費される酸素の量を表わしたもので、この数
値が大きくなるほど汚れがひどいことを示します。（湖
沼、海域の汚濁評価に使用されます。）

★水質汚濁防止法

　昭和45年12月25日に公布された法律で、健康の保
護と生活環境の保全を図るため、工場・事業場から排
出された水の規制や生活排水対策の推進、損害賠償の
無過失責任等を定めています。
　　　
★生活排水
　炊事、洗濯、風呂、洗面、掃除、し尿など、日常生
活にともなって家庭から出される排水のことをいいま
す。これらの汚濁水には有機物が多く、従って BOD
や COD も大きく、無機物としてはリン化合物や窒素
化合物、塩化物を多く含みます。
　下水道が整備されていない地域で、生活排水が河川、
湖沼、海域に流入すると、水質の富栄養化を招き、プ
ランクトンや藻類等水生生物の異常繁殖による赤潮や
アオコの発生につながります。

★汚濁負荷量
　排水される汚濁物質量をいい、主として BOD、COD
の 1 日当たりの重量で表されます。これは、家庭や工
場など汚染源から排出される水量とその汚濁物質の濃
度の積によって計算されます。

★ 75%値
　BOD や COD の年間測定結果が、環境基準に適合す
るか評価する際に用いる統計値です。
　測定された年間データのうち 75％以上が基準値
以内であれば、環境基準を満たしていると評価しま
す。年間データをよいものから順に並べた際、全体の
75％（4 分の 3）の位置にあるデータを 75％値とします。
　この値が基準値以下であれば環境基準に適合してい
るとされます。

★公害防止協定
　地方公共団体、住民団体等が公害を発生させるおそ
れのある事業活動を行う事業者との間で、その事業活
動に伴う公害を防止するため、事業者がとるべき措置
を相互の合意形成により取り決めたものをいいます。

環境用語の解説



◆  この冊子に関するお問い合わせ先  ◆

新潟市環境部環境対策課
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電 話  025-226-1371　FAX  025-222-7031
E-mail　kankyo@city.niigata.lg.jp
ホームページ　http://www.city.niigata.lg.jp/
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